
酪農乳業産業基盤強化特別対策事業の実施状況と今後の推進について 

 

平成 30 年 12 月 25 日 

一般社団法人 Ｊミルク 

 

 わが国酪農乳業の喫緊の課題である酪農生産基盤強化に資するため、平成 29年度より開

始した標記事業の実施状況及び今後の実施の見通しについては、以下のとおりである。 

 

Ⅰ．酪農生産基盤強化事業 

１．乳用牛資源緊急確保事業（乳用牛輸入） 

（１）29年度の実施状況等を踏まえ、以下について実施要領を改正（30年 4月 26日）。 

①助成単価の変更（一頭当たり 15万円（税込）⇒13万 8千円（税抜）へ変更） 

②酪農家ごとの頭数の制限（一戸当たり 10 頭以内 ⇒ 初妊牛 15 頭以内・育成牛

30頭以内） 

（２）30年度の本事業の事業実施主体は、昨年度に引き続き、全農、全酪連、熊本県酪連

の３団体から事業実施計画の申請があり、その内容については次のとおり。なお、熊

本県酪連が 29 年度に輸入した育成牛が初妊牛に仕上がり供給（83 頭）されることか

ら当該助成も含め、助成額は最大で約 1億 3,600万円（税抜）の見込み。 

 

各事業実施主体の実施計画内容 

 

（３）現時点までに全農及び熊本県酪連の第 1 期が実施されており、既に国内に供給され

た。 

（４）国内初妊牛相場が高止まりしている状況も踏まえ、引き続き適切に事業を推進する

こととする。 

全農 全酪連 熊本県酪連

第１期
平成30年6月4日着
平成30年6月20日解放

平成31年2月20日着
平成31年3月11日解放

平成30年11月6日着
平成30年11月22日解放

第２期
平成31年1月21日着
平成31年2月6日解放

両期とも育成牛 初妊牛 初妊牛

第１期：150頭
第２期：350頭

計500頭
200頭 200頭

第1期の輸入は既に実施され、
全頭が供給済み。

輸入した195頭のうち1頭から
ヨーネ病定量陽性が摘発され、
当該牛を自主淘汰。同一生産
農業に由来する19頭を除く175
頭を供給。

全体で初妊牛400頭、育成牛500頭、総計900頭

備考

輸入
時期

（予定）

輸入牛種類

輸入頭数
（計画）
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２．生乳増産対策特認事業 

（１）全酪連において、地域生産基盤強化支援事業における「乳用牛育成基盤強化対策」

と同様の取り組みにより、全酪連所有の育成施設における育成頭数増加実績を基に単

価助成を行い、当該助成については施設の拡充等に充当するとする事業を実施。 

（２）その他、必要に応じて具体的な内容を協議検討することとしている。 

 

３．地域生産基盤強化支援事業 

（１）29年度の実施状況や課題、また全国遍く取り組める新規対策措置の要望等を踏まえ、

事業検討会において 30 年度以降の事業内容について協議し実施要領を改正（30 年 3

月 28日）。 

 

 

（２）具体的には、乳用牛の３％の増頭を目指し、乳用種の種付けを推奨する「乳用後継

牛増頭対策」として乳用種産子増頭の取り組み、また生乳増産に即効性の高い「供用

年数延長促進対策」の取り組み、それぞれの結果に対して助成を行い、より効果的な

推進を図ることとした。 

（３）7 月末日までの計画申請に向け、各指定団体において説明会等が開催され、Ｊミル

クも適宜出席し、円滑な推進に資するよう努めた。 

（４）7 月末までに指定団体、指定団体会員及びその会員からの計画申請を受け、内容等

を集約。この中で、「提案型生産基盤強化対策」の申請が７件あったため、採択の可否

を審査・決定する事業審査会を 9月 21日に開催し、最終的に 4件を採択。 

地域生産基盤強化支援事業の概要(主な変更点)

２９年度 ３０年度 ３１年度

生産基盤強化の
改善・指導
（ソフト事業）

提案型
生産基盤強化対策

乳用牛育成基盤
強化対策

（預託受入増頭分に対して
月額2,778円/頭、税抜）

更新経産牛
有効活用対策

（斡旋２万円/頭、税抜）

提案型生産基盤強化対策
・要件について一部改正
（対象外事業の明確化、国等事業と同内容の対象外化、など）

生産基盤強化の改善・指導（ソフト事業）

・ソフトも含め全体を指定団体会員、孫会員も実施可能に改正

乳用牛育成基盤強化対策
・助成単価改正（税抜2,778円→税抜2,800円）
・事業実施主体あたり助成上限改正（1,000頭→1,500頭）
・対象施設の要件等を取り組み易くするため改正
（対象施設拡大、手続き簡素化、域外預託も助成対象化、など）

供用年数延長促進対策【新規】
・新規にメニュー化
・特定の年齢の経産牛の減少を抑制した頭数に対して定額助成
（3万円以内/頭）

乳用後継牛増頭対策【新規】
・新規にメニュー化
・乳用牛産子の前年度からの増頭に対して定額助成
（5万円以内/頭）

原
則
と
し
て
同
じ
仕
組
み
で
２
年
間
継
続
実
施

拡
充

新
設

明
確
化

対
象
拡
大

廃
止
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（５）新規対策における取り組みの確認に向け、独立行政法人家畜改良センターの個体識

別情報取得手続きを進めるとともに、31年度の実施に当たっての課題等を整理し、年

内に方針を公表する予定。 

 

◆参考資料として添付しているデータは、乳用牛群検定全国協議会が牛群検定データを活

用した子牛の生産予測です。 

◆平成 30年の予測によると、出生総頭数は横ばいで推移するものの、全国の乳用雌子牛の

出生頭数は前年予測比+2.9％（+7,800頭）増加する見通しであり、本事業が目標とした

３％の増加に近い水準となっている。 

 

 

 
  

平成30年度　地域生産基盤強化支援事業　事業実施計画取り纏め表（最終） （千円、戸）

（３）乳用後
継牛増頭
対策

（４）供用年
数延長促
進対策

団体数 助成額 団体数 助成額 団体数 助成額 団体数 助成額 団体数 助成額 団体数 施設数 申請頭数 助成額 参加戸数 参加戸数

北海道 59 58,332 0 0 0 0 0 0 0 0 19 55 34,470 58,332 3,402 3,338
東北 14 1,988 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 710 1,988 919 681
関東 51 2,952 0 0 0 0 0 0 1 550 3 8 858 2,402 2,530 2,538
北陸 38 630 1 200 3 430 0 0 0 0 0 0 0 0 280 280
東海 5 1,902 1 36 1 30 0 0 0 0 2 7 656 1,837 592 592
中国 8 9,866 1 499 0 0 0 0 1 1,667 2 2 2,750 7,700 615 615
四国 9 1,196 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 427 1,196 314 314
九州 8 24,235 1 364 2 1,217 1 60 2 15,020 3 5 2,705 7,574 1,362 1,362
その他 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

合計 193 101,102 4 1,099 6 1,677 1 60 4 17,237 31 80 42,576 81,029 10,016 9,722

地域

合計

１　生産基盤強化の改善・指導 ２　生産基盤強化支援対策の推進

（１）会議開催 （２）研修会開催
（３）現地指導・そ
の他

（１）提案型生産基
盤強化対策

（２）乳用牛育成基盤強化対策

乳用後継牛増頭対策・供用年数延長促進対策の参加状況

乳用後継牛増
頭対策

供用年数延長
促進対策

乳用後継牛増
頭対策

供用年数延長
促進対策

全国 10,016 9,722 13,492 74.2% 72.1%
北海道 3,402 3,338 5,487 62.0% 60.8%
都府県 6,612 6,382 8,003 82.6% 79.7%
東北 919 681 2,100 43.8% 32.4%
関東 2,530 2,538 2,569 98.5% 98.8%
北陸 280 280 281 99.6% 99.6%
東海 592 592 725 81.7% 81.7%
中国 615 615 638 96.4% 96.4%
四国 314 314 319 98.4% 98.4%
九州 1,362 1,362 1,371 99.3% 99.3%
その他 2 2 2 100.0% 100.0%

参加戸数
酪農家
戸数

参加率

※酪農家戸数は30年4月1日時点の酪農家戸数で計画申請書の記載ベース。
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提案型生産基盤強化対策で採択された内容

助成金
自己

負担等

関
東

栃木県酪農業協同
組合

■事業概要
ホルスタイン性判別受精卵等を活用した後継牛の増頭体制を整備
する。整備は3ヵ年計画で行い、2期目となる今年度は、採卵移殖
体制（採卵・保存・移殖）の整備を図る。

■採卵目標個数150個のうち販売後は受胎率40%なので、60頭のホルスタイン後継
牛の確保ができる。
■経産牛から採卵した卵は、対象農家の長命に対応した遺伝的形質の牛を効率的に
増やすことが出来る。
■管内で採卵移植体制を整備することは、X受精卵市場における外部的な需要と供給
の影響を受けにくくできるので、受精卵の安定供給により、後継牛の増頭ができる。
■組合管内において、安定的かつ安価なホルスタインX受精卵を確保し酪農家へ供給
することは、長期的な酪農生産基盤の強化に繋げることが出来る。
■将来的には、採卵移植体制を確立することで、大笹牧場を中心とした酪農家の預託
牛に受精卵を移植し、これにより出生した後継牛を再度大笹牧場へ預託することで、後
継牛確保の良い循環が生まれ、他県からの導入に頼ることの無い基盤を構築することがで
きる。

4,825,050 550,000 4,275,050

中
国

広島県酪農業協同
組合

（1）事 業 名 ：自家育成保留奨励事業
（2）事業内容：生乳生産基盤の維持・向上を誘導する措置と
して、自家生産牛の初産分娩牛を対象に、平成29年度と平成30
年度を比較し、前年度を上回った頭数に対して助成金を交付す
る。（出生報告カードを提出する。）

雌判別精液の利用、並びに預託育成事業を併せて推進し、乳用雌子牛の確実な生産
と保留育成を醸成し、生乳生産基盤の回復を図る。

3,333,000 1,666,500 1,666,500

熊本県酪農業協同
組合連合会

平成30年度ホルスタイン種雌子牛増産対策支援事業。
期末（平成31年1月31日）の育成牛（乳用雌牛24ヶ月齢未
満）頭数が期末の成牛（乳用雌牛24ヶ月齢以上）頭数の半数
以上飼養している生産者に対して自家育成奨励金として支払いを
行う。
支払額は規模別（乳用雌牛24ケ月齢以上頭数）によって異な
る。

自家育成のホルスタイン種増頭に取り組む生産者を支援するため、ホルスタイン種の受精
率及びホルスタイン種性判別精液の受精率が上がり、出生頭数が増加する事が期待で
きる。

22,840,000 11,420,000 11,420,000

大分県酪農業協同
組合

平成30年度乳用種雌子牛増産対策事業
・自家育成奨励金事業
期末の育成牛（乳用雌牛24ヶ月齢未満）頭数が期末の成牛頭
数の50％以上使用している経営体に飼養規模に応じた奨励金を
交付

自家育成牛頭数を向上することにより、計画的な経産牛の更新と増頭が図られ、搾乳
日数短縮・経産牛乳量の向上で酪農経営の安定に資することが可能となる。
他方で、余剰分の育成牛が確保できれば地域内の販売も可能となり、初妊牛価格の安
定と育成牛不足の解消が期待される。

7,200,000 3,600,000 3,600,000

九
州

事業実施主体 事業内容 期待される効果
事業費（税抜き）
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Ⅱ．国産牛乳乳製品高付加価値化事業 

（１）12月時点の事業申請は、全国農協乳業協会、岩手県牛乳協会、茨城県牛乳協同組合、

静岡県牛乳協会、四国地区乳業協会の 5 団体。研修会の開催費用や外部研修会への旅

費助成などが主な内容。 

（２）茨城県牛乳協同組合においては、学校関係者向けに 6 月に開催した「牛乳の風味変

化研修会」に対し助成実施。 

（３）本事業の内容や活用方法が知られていないこともあることから、牛乳の風味変化対

策や HACCP 制度化への対応を推進なども含め、乳業団体を通して本事業の活用を図っ

た。 

（４）今後も乳業団体からの申請を随時受け付け、円滑な事業推進を行う。 

（５）来年度以降のさらなる活用が進むよう、乳業団体に意見を聞きながら実施内容を検

討する必要。 

 

平成 30年度の高付加価値化事業の申請状況 

事業実施主

体 事業内容 助成金 
(計画・実績) 助成対象 

全国農協 
乳業協会 

高付加価値化に向けた商品開発研修会、価

値訴求に関する販売実務者研修会、

HACCP 制度化等対策の製造担当者研修

会、フードディフェンスに関する危機管理

に関する経営者研修会の開催 (合計 4 回) 

1,079,200 

会場借料、会

議費、講師旅

費、講師謝金、

受講料、旅費 
事務局人件

費・交通費 

等 

岩手県牛乳

協会 
HACCP 制度化に向けた導入講習会の開

催。 418,954 

茨城県牛乳

協同組合 

牛乳及び学乳の異味・異臭にかかる研修会

を開催。酪農乳業・学校関係者を中心に 75
名が参加。 

82,730 

静岡県牛乳

協会 官能評価の基礎と異種風味体験実習 112,300 

四国地区 
乳業協会 

牛乳衛生講習会(9/6 高松市)の開催及び、乳

協官能評価員研修会等の参加費・旅費助成

(4 会員×4 回) 
1,080,000 

 合計 2,773,184  
 

Ⅲ．生乳需給安定事業 

（１）J ミルクでは、生乳需給が逼迫構造にある中、牛乳乳製品の安定供給を図る上で、

その判断指標となる乳製品在庫の評価（適正在庫水準の考え方）などの検討の必要性

について、政府及び乳業者からの要望が寄せられていた。 

（２）また、最近のＪミルク理事会においても、生乳及び牛乳乳製品需給の中長期的な見

通しを踏まえた検討が必要との意見が出されたことから、Ｊミルクにおいては課題整
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理の作業を開始しているところ。 

（３）以上の経緯を踏まえ、Ｊミルクでは、業界関係者と連携して、わが国における生乳

の生産や流通に係る課題及び今後の取り組みの方向性について共通した考え方を整理

することとした。 

（４）以上の取り組みには、本事業で協議すべき「国内外の需給等に係る酪農乳業間の情

報共有化、政府・生産者・乳業者が連携して需給管理をするための基本的ルールの検

討」を内包していることから、本事業の検討については課題検討委員会での議論とし

て実施することとしたい。 

 

 

Ⅳ．予算の考え方と計画申請時点の見込み 

（１）29年度事業実績を踏まえ、残りの事業実施期間 2か年で予算を均等に執行するよう

見通した。特に、酪農生産基盤強化事業に予算の 90％以上を充当し、生産基盤強化に

向けた取り組みを一層加速することとした。 

（２）なお、地域生産基盤強化支援事業の予算執行の考え方としては、ソフト事業及び提

案型地域生産基盤強化支援事業に年間 3.8 億円を当初計画するが、他事業で残余金が

出たらこの事業に充当し拡充するとともに、予算額の範囲で、①育成基盤強化事業➡②

後継牛増頭事業➡③供用年数延長促進事業（但し最低限の単価水準は確保）の順に予

算配分することとする。 

 

 

（３）現時点の計画においては、ソフト事業 284 万円、提案型生産基盤強化対策 1,724 万

円、乳用牛育成基盤強化対策 8,103 万円の申請があること、また乳用牛資源緊急確保

事業の残預金が 1,140 万円あることから、新規 2 対策に充てられる予算額は約 2 億

6,600万円の見込み。 

  

地域生産基盤強化支援事業の予算執行の考え方

 地域生産基盤強化支援事業に年間３.８億円を当初計画するが、他事業で
残余金が出たらこの事業に充当し拡充。

 予算額の範囲で、①育成基盤強化事業➡②後継牛増頭事業➡③供用年数
延長促進事業（但し最低限の単価水準は確保）の順に予算配分。

予算案
（税込、千円）

備　考

607,600 酪農乳業産業基盤強化特別対策事業6.4億円のうち9割超を生産
基盤強化に向けた本事業に充てる

159,000 輸入牛頭1,060頭（全農660頭、全酪連200頭、熊本県酪連
200頭を想定）

64,800

383,800 新対策メニュー実施、既存対策拡充

生産基盤強化の改善・指導（ソフト） 予算枠を設定しその範囲内（超過した場合は規程に基づき按分）

提案型生産基盤強化対策 〃

乳用牛育成基盤強化対策 申請金額を予算とする（原則として適正な申請は全て認める）

乳用後継牛増頭対策【新規】

供用年数延長促進対策【新規】

事 業

酪農生産基盤強化事業

上記３対策の残金を、新設の２対策に充てる。
予算総額を超過する実績があった場合は「乳用後継牛増頭対策」
を優先する。

地域生産基盤強化支援事業

生乳増産対策特認事業

乳用牛資源緊急確保事業
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本事業実施の3年間の収入・支出計画は下表のとおり。なお、平成31年度は、現時点で

の事務局の見通し。3年目の31年度には、基金全額が活用され、事業を終了する予定。 

※平成 29年度決算書及び平成 30年度予算書より (平成 31年度は事務局見通し) 

 

  

 
基盤強化特別対策事業の収入・支出見通し 

    
(単位：千円) 

 
H29(実績) H30(計画) H31(見通し) 合計 

基盤強化対策金 308,433 308,380 335,000 951,813 

基盤強化特別対策金 183,984 183,990 185,000 552,974 

収入合計 492,417 492,370 520,000 1,504,787 

     

 
H29(実績) H30(計画) H31(見通し) 合計 

乳用牛資源確保(乳牛輸入) 81,549 147,343 147,340 376,232 

全国連特任事業 0 60,000 60,000 120,000 

地域生産基盤・指導事業 1,595 10,000 10,000 21,595 

地域生産基盤・提案型事業 17,911 40,000 40,000 97,911 

地域生産基盤・育成基盤強化 35,618 77,000 77,000 189,618 

地域生産基盤・更新経産牛活用 4,667 ― ― 4,667 

地域生産基盤・後継牛増頭対策 ― 183,250 198,632 381,882 

地域生産基盤・供用年数延長対

策 
― 45,000 55,000 100,000 

地域生産基盤―小計 59,791 355,250 380,632 795,673 

国産牛乳乳製品高付加価値 2,552 20,000 20,000 42,552 

需給安定事業 0 3,000 3,000 6,000 

事業運営費 5,410 7,000 7,000 19,410 

特別対策事業―支払消費税 34,010 36,472 52,000 122,482 

直接人件費 7,434 7,504 7,500 22,438 

支出合計 190,746 636,569 677,472 1,504,787 

     
当期収支差額 301,671 -144,199 -157,472 

 
前期繰越収支差額 0 301,671 157,472 

 
次期繰越収支差額 301,671 157,472 0 
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Ⅴ．基盤強化対策金の納入状況について 

（１）平成 29 年度は、基盤強化対策金 116 社、基盤強化特別対策金 38 社の同意により、

4.92億円の基金を造成し、目標としていた 5億円をほぼ達成。 

（２）乳業者毎の拠出状況は、別添資料の通りで、J ミルクが各団体及び乳業者から報告

のあった乳量等による拠出率を試算した結果、拠出率 100％が 94社(81％)、75～99％

が 8 社(7％)、50～74%が 5 社(4%)、50%未満及び拠出手続確認中等が 10 社(8%)とな

った。 

（３）なお、30年度に入って、東北協同乳業株式会社が 6月に新たに基盤強化対策金に支

払いに同意し増加したが、7 月に入ると静岡県のミルクランド、日清煉乳、大林牛

乳、函南東部農協、いなさ酪農協の 5 社が、県内乳業団体の会議を経て、事業効果

やその他の乳業者の拠出状況、独自での支援策の実施などを理由に、対策金の同意

を撤回する旨の通知があり年度途中から支払いが中止されている。 

（４）また、本事業の効果を高めるために必要な追加財源として、乳業者の自主申告によ

る基盤強化特別対策金の支払い状況ついては、38社のうち 33社は完了。5社につい

ては、一部納入または今後納入予定となっている。なお、木村ミルクプラント(福島

県)については、特別対策金拠出辞退の連絡があった。未納の乳業者については、今

後支払いの確認作業を進める。 

（５）J ミルクにおいては、乳業団体と連携し事業の実施状況を報告し、対策金の継続的

な協力をお願いするとともに、同意していない乳業者に対しても協力をお願いする。 

 

 

Ⅵ．今後の進め方について（全体） 

（１）事業実施計画に基づき事業を着実に進めることで、酪農生産基盤強化への足取りを

より確実にするとともに、適切な運営管理に努める。 

（２）31 年度の事業については、原則として 30 年度と同様の枠組みで実施することとし

ているが、各事業の事業実施主体の要望、政府による支援（補助事業等）の内容、酪

農生産基盤をめぐる環境変化や新たな課題、本事業の運用上の課題を踏まえ、必要に

応じて事業実施要領の改正等を行う。 

（３）30年度事業の実績報告及び精算払いは、31年 5～6月までに完了させる予定。 

 

 

以上 
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別添資料

都道府県 № 企業名 支払有無 備考 都道府県 № 企業名 支払有無 備考
1 浦幌乳業株式会社 〇 60 守山乳業株式会社 〇
2 くみあい乳業株式会社 〇 61 柳川乳業株式会社 〇
3 倉島乳業株式会社 〇 62 横浜乳業株式会社 〇
4 有限会社 小松牧場 ― 生乳取引なし 63 株式会社 塚田牛乳 〇
5 新札幌乳業株式会社 〇 64 新潟県農協乳業株式会社 〇
6 株式会社 豊富牛乳公社 〇 65 原田乳業株式会社 〇
7 株式会社のぼりべつ酪農館 ― 拠出手続確認中 66 有限会社 ヤスダヨーグルト 〇
8 株式会社 函館酪農公社 〇 石川 67 丸七牛乳 〇
9 株式会社 べつかい乳業興社 ― 福井 68 加藤牧場 〇
10 株式会社 牧家 〇 69 信州ミルクランド株式会社 〇
11 北海道乳業株式会社 〇 70 八ヶ岳乳業株式会社 〇
12 北海道日高乳業株式会社 〇 71 岐阜グリコ乳業株式会社 〇
13 北海道保証牛乳株式会社 〇 72 関牛乳株式会社 〇
14 株式会社 北海道酪農公社 〇 73 いなさ酪農業協同組合 〇
15 株式会社 町村農場 〇 74 大林牛乳 〇
16 よつ葉乳業株式会社 〇 75 函南東部農業協同組合 〇

青森 17 一般財団法人新郷村ふるさと活性化公社 〇 76 静岡牛乳協同組合 〇
18 株式会社 岩手牛乳 〇 77 東海明治株式会社 〇
19 岩手ふるさと農業協同組合 〇 78 株式会社 日清煉乳 〇
20 岩泉乳業株式会社 〇 79 フクロイ乳業株式会社 〇
21 大石乳業株式会社 〇 80 ミルクランド株式会社 〇
22 一般社団法人葛巻町畜産開発公社 ― 拠出手続確認中 愛知 81 中央製乳株式会社 〇
23 一般社団法人田野畑村産業開発公社 ― 拠出手続確認中 82 株式会社 いかるが牛乳 〇
24 不二家乳業株式会社 〇 83 江崎グリコ株式会社 〇
25 株式会社 湯田牛乳公社 〇 84 北庄司牛乳処理場 〇
26 東北グリコ乳業株式会社 〇 85 泉南乳業株式会社 〇
27 東北森永乳業株式会社 〇 86 日本酪農協同株式会社 〇
28 古川乳業株式会社 ― 拠出手続確認中 87 ビタミン乳業株式会社 〇
29 みちのくミルク株式会社 〇 88 株式会社 共進牧場 〇
30 株式会社飯豊ながめやま牧場 〇 89 有限会社 昭和乳業 〇
31 富士乳業株式会社 ― 拠出手続確認中 鳥取 90 大山乳業農業協同組合 〇
32 木村ミルクプラント株式会社 〇 91 木次乳業有限会社 〇
33 有限会社 ささき牛乳 ― 生乳取引なし 92 島根中酪株式会社 〇
34 東北協同乳業株式会社(6/24付) ― 2018年6月締結 93 オハヨー乳業株式会社 〇
35 酪王乳業株式会社 〇 94 蒜山酪農農業協同組合 〇
36 いばらく乳業株式会社 〇 95 山陽乳業株式会社 〇
37 筑波乳業株式会社 〇 96 東洋乳業株式会社 〇
38 トモヱ乳業株式会社 〇 97 広島グリコ乳業株式会社 〇
39 関東乳業株式会社 〇 山口 98 やまぐち県酪乳業株式会社 〇
40 栃木明治牛乳株式会社 〇 香川 99 四国明治株式会社 〇
41 那須グリコ乳業株式会社 〇 愛媛 100 四国乳業株式会社 〇
42 日光霧降高原大笹牧場株式会社 〇 高知 101 ひまわり乳業株式会社 〇
43 針谷乳業株式会社 〇 102 オーム乳業株式会社 〇
44 群馬牛乳協業組合 〇 103 永利牛乳株式会社 〇
45 上毛食品工業株式会社 〇 104 ニシラク乳業株式会社 〇

千葉 46 弘養舎　小見川牛乳処理工場 〇 佐賀 105 佐賀グリコ乳業株式会社 〇
47 カルピス株式会社 〇 長崎 106 有限会社 ミラクル乳業 〇
48 協同乳業株式会社 〇 107 熊本県酪農業協同組合連合会 〇
49 小岩井乳業株式会社 〇 108 熊本乳業株式会社 〇
50 全国酪農業協同組合連合会 〇 109 球磨酪農農業協同組合 〇
51 ダノンジャパン株式会社 〇 110 株式会社 弘乳舎 〇
52 東京グリコ乳業株式会社 〇 111 合資会社堀田功乳舎 〇
53 株式会社 明治 〇 112 九州乳業株式会社 〇
54 森永乳業株式会社 〇 113 有限会社古山乳業 〇
55 雪印メグミルク株式会社 〇 114 有限会社 丸山乳業社 〇
56 あしがら乳業株式会社 〇 115 南日本酪農協同株式会社 〇
57 株式会社 協同牛乳 〇 鹿児島 116 鹿児島県酪農乳業株式会社 〇
58 近藤乳業株式会社 〇 沖縄 117 沖縄明治乳業株式会社 〇
59 タカナシ乳業株式会社 〇 都道府県は本社・本所所在地(五十音順)

拠出率別乳業者数
100% 94 25～49％ 0 ※拠出率は中央酪農会議、日本乳業協会、全国農協乳業協会

75～99％ 8 0～24％ 他 10 からの報告を取りまとめ、乳業者からの報告乳量・金額により
50～74％ 5 合計 117 算出しております。

岡山

栃木

福岡群馬

東京
熊本

大分

宮崎

神奈川

茨城 広島

福島
島根

H29年度 酪農乳業産業基盤強化基金　基盤強化対策金納入同意乳業者・支払い実績一覧

北海道

神奈川

新潟

長野

岐阜

静岡

岩手

大阪

宮城

兵庫
山形
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